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医薬品副作用被害救済制度等の周知・広報について（協力依頼） 

平素より当機構の業務にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、医薬品副作用被害救済制度等の運営に関しましては、一般国民はもとより、

医師、看護師、薬剤師等の医療関係者の本制度に対する認識と理解が不可欠である

ため、当機構では、本制度の周知・広報活動を継続的に実施しております。 

特に、患者への本制度利用の橋渡し役を担っていただく医療関係者の皆様には、

医療機関等から要請を受けて院内研修等の機会に当機構の職員が本制度について

講演（出前講座）を行うなど、理解の促進に努めてまいりました。さらに、昨今の

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、一昨年秋に、出前講座の代用ともなる

eラーニング講座を開設いたしました。これまで多くの医療関係者に本講座を視聴 

・受講いただいておりますが、今般、直近の請求・給付の実態も踏まえて講座内容

の更新・充実を図ったところです。 

今後も、医療関係者の本制度に対する理解・認識を一層深めていただくため、こ

の eラーニング講座を活用した制度周知をはじめ、下記のとおり取組・対応を行っ

てまいりますので、貴会会員の皆様にご周知いただきますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

記 

１ e ラーニング講座を活用した制度周知について 

○ e ラーニング講座は、院内研修等の機会を捉えて実施してきた出前講座の代

用ともなるよう、その内容は、本制度創設の背景、制度の仕組み、給付の請求

から決定・給付までの流れ、決定に必要な情報、請求時の必要書類、医学的・

薬学的判定を要する事項、給付事例の紹介、医薬品の使用目的・方法が適正と

認められなかった事例の紹介など、出前講座と同様の情報を組み入れたものと

なっています。なお、今般、講座内容について、給付の対象・対象外とされた

請求事例などの情報の更新・充実を図りました。 
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 ○ eラーニング講座は、本制度の特設サイトに掲載しており、PCのほかスマー

トフォンやタブレットからも視聴可能です。個人での視聴も研修等での視聴・

受講もできます。ユーザー登録の必要はなく、「動画」をクリックすれば直ちに

音声付き動画がストリーミング配信されます。 

 ○  視聴後には講座内容の理解度等についてアンケートを行える仕様としてお

り、研修等で活用いただく際は、「視聴・受講者数」や「アンケート結果」、「受

講確認」等を主催者に提供することも可能ですので、事前に e ラーニング講座

に関する照会先までご連絡下さい。 

【eラーニング講座に関する照会先】 

電話：03-3506-9460 Ｅメール：kyufu@pmda.go.jp 

【eラーニング講座 URL】 

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/general06.html 

 

２ 出前講座による制度周知について 

 ○ 職員を研修会場に講師として派遣する対面形式での講義のほか、昨今の新型

コロナウイルスの影響を踏まえて、Webexや Zoom等によるオンライン講義・録

画講義など、研修等の様々な開催方法に応じた対応が可能です。 

 ○ また、希望があれば、講義を収録した DVDの郵送も可能ですので、出前講座

に関する照会先（e ラーニング講座に関する紹介先に同じ）までご相談くださ

い。 

【出前講座に関する照会先】 

電話：03-3506-9460 Ｅメール：kyufu@pmda.go.jp 

【医薬品副作用被害救済制度等に関する講演（出前講座）について URL】 

https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0051.html 

 

３ 集中広報の実施について 

 ○ 毎年、「薬と健康の週間」（10 月 17 日から 23 日まで）をはじめ、12 月まで

の約 3ヵ月間にわたり集中広報を展開しています。 

 ○ 本年も、令和 4 年 8 月 25 日付の厚生労働省医薬・生活衛生局総務課医薬品

副作用被害対策室長通知（別添参照）にもあるように、集中広報の期間におい

て、新聞広告の掲載、テレビ CMの放映、医療関係専門誌への広告の掲載、様々

な媒体を介したインターネット広告の配信等を積極的に行っていく予定です。 

 ○ 「救済制度の案内リーフレット」のほか、「制度解説小冊子」や「Ａ３・Ｂ

４ポスター」などの広報資料をご用意しており、ご連絡をいただければ無料

でお送りいたします。当機構ホームページにも救済制度に関する情報や各種

広報資料を掲載しておりますので、ご活用下さい。 

【救済制度に関する相談窓口・各種広報資料の郵送相談】 

電話：0120-149-931（フリーダイヤル）Ｅメール：kyufu@pmda.go.jp 

【救済制度の情報や各種広報資料 URL】 

https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0001.html 
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【連絡先】
健康被害救済部企画管理課
◆出前講座に関する連絡先
電話番号：03‐3506‐9460 Ｅメール ： kyufu@pmda.go.jp

◆救済制度相談窓口
電話番号 ： 0120‐149‐931（フリーダイヤル）
受付時間 ： （月～金）9時～17時（祝日、年末年始を除く）
Ｅメール ： kyufu@pmda.go.jp

◆救済制度及び出前講座の詳細はPMDAホームページをご覧ください。
https://www.pmda.go.jp 「PMDA   出前講座」 → 検索！

●副作用被害救済制度のご説明

●副作用等報告制度のご説明

に、ＰＭＤＡより講師派遣いたします（出前講座）。

講師の派遣については、交通費、謝礼金等は一切 いただいて
おりません。 医療機関、医師会、薬剤師会、行政機関などでの
研修に、ぜひお役立てください。

ドクトルＱ

全国どこでも！
休日・夜間でも！

TKMYA
テキスト ボックス
（別添３）出前講座の案内



医療関係者の皆さまへ

PMDAでは、医薬品副作用被害救済制度の周知向上を図るために医療機関や自治体などに向けて、
医薬品副作用被害救済制度等に関する出前講座を行っております。講座で使用しているスライドを
用いたｅラーニング講座で制度を学びませんか？このｅラーニングはパソコンはもちろん、スマート
フォンやタブレットで時間・場所を問わず利用することが出来ます。

医薬品副作用被害救済制度特設サイトに常時掲載。どなたでも何度でも利用が可能です。

医療機関・医師会・薬剤師会・行政機関等の研修や大学等での講義で利用可能です。
事前にご連絡をいただければ視聴者数や受講者名簿を主催者にご提出することも可能です。

eラーニングで
学びませんか？

講座の受講料は不要

研修や講義でも利用可能！

Point 1

Point 2

ドクトルQドクトル

2021 年
10 月 15 日より
特設サイトが

リニューアルされました！



お薬を使うすべての方に
知ってほしい制度です。

eラーニング講座の受講方法
PMDAのトップページから
【医薬品副作用被害救済制度】 
特設サイトのバナーをクリック。

【医療関係者の皆さま】トップの
【eラーニング講座】ボタンをクリック

1

【eラーニング講座】のトップページへ。

3

2

【医療関係者の皆さま】ボタンをクリック

【問い合わせ先】医薬品医療機器総合機構 健康被害救済部 企画管理課

受付時間 ： （月～金）9 時～17 時（祝日、年末年始を除く）0120-149-931

■ ｅラーニング講座に関する問い合わせ

■ ｅラーニング講座の詳細はPMDAホームページ特設サイトをご覧ください。

■ 医薬品副作用被害救済制度相談窓口

Ｅメール : kyufu@pmda.go.jp

電話番号：03-3506-9460　Ｅメール : kyufu@pmda.go.jp

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/general06.html 
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